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北本市立学校屋内運動場夜間開放使用料条例の一部改正につ

いて 

 

 北本市立学校屋内運動場夜間開放使用料条例の一部を次のように改正

する。 
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北本市立学校屋内運動場夜間開放使用料条例の一部を改正する条

例 

 

北本市立学校屋内運動場夜間開放使用料条例（昭和５６年条例第３号）

の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

北本市立小・中学校の体育施設開放に関する使用料条例 

第１条中「北本市立小学校及び中学校の屋内運動場（以下「屋内運動

場」という。）」を「体育施設（北本市立小学校及び中学校の屋内運動

場及び屋外運動場並びにこれらに附属する設備をいう。以下同じ。）」

に、「夜間開放する」を「開放する」に改める。 

第２条第１項中「使用者は、次に掲げる」を「体育施設の使用者は、

別表に定める」に改め、同条第２項を削る。 

第４条各号中「屋内運動場」を「体育施設」に改める。 

附則の次に次の別表を加える。 

別表（第２条関係） 



種別  金額  
屋内運動場  日中（午前８時から  

午後５時まで）  
無料  

夜間（午後７時から  
午後９時まで）  

１回につき２００円  

屋外運動場  日中（午前６時から  
午後５時まで）  

無料  

空調設備  ３０分につき５００円  
備考 空調設備の使用時間に３０分未満の端数があるときは、当該 

端数を３０分とみなす。 

 

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の北本市立小・中学校の体育施設開放に関する使用料条例の

規定は、この条例の施行の日以後に体育施設を使用する者について適

用し、同日前に体育施設を使用した者については、なお従前の例によ

る。 


